
「微生物によるバイオレメディエーション利用指針について（報告案）」に対する意見の

募集の結果について 

 

１．意見募集方法の概要 

（１） 意見募集の周知方法 

記者発表、環境省ホームページに掲載、資料配付 

（２） 意見提出期間 

平成１６年１１月８日（月）から平成１６年１２月７日（火）まで 

（３） 意見提出方法 

郵送、ファクス又は電子メール 

 

２．意見募集の結果 

（１） 意見提出数 ５通 

（２） 意見の総数 ４３件 

 

３．意見の概要及び意見に対する考え方 

別紙のとおり 

 
４．連絡先 

中央環境審議会水環境・土壌農薬合同部会バイオレメディエーション小委員会事務局 

  （環境省環境管理局総務課環境管理技術室） 

   担当：瀬川、田中    

TEL：03-3581-3351(内線 6557)、FAX:03-3593-1049 



該当箇所 意見要旨 意見に対する考え方

1

全体 カタカナ語が多すぎるので適切な日本語とすべきではないで
はないか。例えば、バイオレメディエーションを「生物を用
いる環境修復」、バイオオーギュメンテーションを「培養微
生物添加による環境修復」、バイオスティミュレーションを
「栄養物質添加による環境修復」とすることが考えられる。
なお、コンソーシアを企業集団以外の意味で用いるのは一般
的とは考えにくく、４ページの注３の説明は一般的なものと
は考えにくいので削除すべきではないではないか。

これらは、日本語の定訳は関連学会等
でも未だ設定されていないため、本報
告書では、注釈をつけてカタカナのま
ま使用することとしました。現時点、
この表現が一般的にはわかりやすく理
解は可能と考えます。

2

全体 一つの文の中に「等」が２つ以上ある例がかなり見受けら
れ、理解しにくい部分が少なくない。文章を整理すること。

「等」については、必要に応じ、後ほ
ど作成を予定している解説書の中でな
るべくわかりやすく説明するようにし
ていくべきと考えます。
　なお、「カルタヘナ法の概要」の記
述については、「遺伝子組換え生物
等」及び「使用等」は法律で定義され
ている用語ですのでそのまま使用して
います。

3

全体 長い用語を略称で呼ぶ場合、『以下、「○○」という』表現
が用いられているが、この「指針」では、「」をつける場所
と、「」をつけない場所が混在しているので、どちらかに統
一すべきではないか。

ご指摘については、整理し、統一を図
りたいと考えます。

4

全体 以前にバイオレメディエーションに関わる指針が出されたこ
とで、浄化事業に携わる関係各者の間に混乱が生じた経緯が
ある。環境省と経済産業省の二つの省が共同で指針を示すと
いうことは、今まで以上の影響力を持つことになるであろう
ことは容易に予想される。本指針案がこのまま世の中へ出る
とすると、本来低コストというメリットを持つバイオレメ
ディエーション技術のコストが増大し、バイオレメディエー
ション技術の普及の低下につながるのではないかと懸念す
る。本文中にあるように本指針が示されることによって「バ
イオレメディエーション事業の一層の健全な発展につなが
り、バイオレメディエーションの利用の拡大を通じた環境保
全が図られる」ことを期待するとするならば、その意図する
ところを達成するどころか、反対にバイオレメディエーショ
ン市場の縮小化を招くことは、過去の前例からも明らかであ
り、この点は非常に危惧するところである。

国において、これまで安全性評価に係
る指針が並立して存在していることか
ら、その一元化を含めた制度の検討を
実施してきたところです。この指針
は、あくまで法的な拘束力がないガイ
ドラインでありますが、事業者が当該
指針を活用して、安全性評価に係る社
会的信頼性を得つつ事業を進めること
がバイオレメディエーション事業全体
の健全な発展及びその利用の拡大を通
じた環境保全の推進にとって重要と考
えます。

5

全体 土壌、地下水浄化にともなう処理は、その手法にかかわらず
生態系への影響は発生するが、浄化手法のうちバイオオーグ
メンテーションのみを対象として、このような指針を設ける
ことは大いに疑問である。

バイオオーグメンテーションは、培養
された微生物を意図的に一定区域に導
入するものであること、また、バイオ
オーグメンテーションに係る安全性評
価は事業者にとって未だ経験が浅いこ
とから、指針の策定が必要と考えま
す。

6

全体 米国では、「遺伝子組み換え菌を使用していないこと」「病
原菌を含んでいないこと」「添加した栄養剤などが浄化終了
時点において高濃度に残存しないこと」の3点を抑えていれ
ば、バイオオーグメンテーションの適用は可能である。この
ように必要最低限のチェックさえすればよいのではないでは
ないか。

我が国においては、指針に基づく安全
性評価に係る社会的信頼性を得つつ進
めることがバイオレメディエーション
事業の健全な発展及びその利用の拡大
を通じた環境保全の推進にとって重要
と考えます。

微生物によるバイオレメディエーション利用指針について（報告案）に対する意見と意見に対する考え方について



7

タイトル 報告の内容を簡便かつ分かりやすく伝えるため、「微生物を
用いる土壌・地下水浄化事業に係る指針」とすべきではない
か。

バイオレメディエーションは専門用語
でありますが、日本語の定訳が関連学
会等でも未だ設定されていないことか
ら指針の表題においてもカタカナのま
ま使用しています。また、最近マスコ
ミ等でも当該用語が取り上げられ、か
なり一般的になりつつあり、通常、微
生物を用いた土壌・地下水等の浄化を
対象にしていることの理解は可能なも
のと考えます。

8

第１　はじめに
（P1　第１　1-9
行目）

「バイオレメディエーションとは、・・・、今後の利用拡大
が期待されているところである。」について、全体を「環境
汚染浄化の技術的手法としては、物理的手法、化学的手法及
び微生物機能の活用等の生物学的手法が存在する。微生物の
働きを利用して汚染物質を分解・無害化するバイオレメディ
エーションは、多様な汚染物質への適用可能性を持ち、投入
エネルギーが理論的に少なく、一般的に浄化コストも低く済
む可能性があり、今後の利用拡大が期待されているところで
ある。」に改め、(注１)を削除してはどうか。

冒頭の書き出しは、表題をわかりやす
く説明するため必要と考えます。ま
た、バイオオーグメンテーションは、
本指針の中心であり、（注１）を削除
すると以降の文書が理解できなくなる
おそれがあると考えます。

9

第１　はじめに
（P1　第１　12行
目）

「生態系への影響及び人への健康影響(以下、生態系等への
影響)」を『ヒトへの健康影響及び生態系への影響(以下、
「人への健康影響等」)』としてはどうか。

人への健康影響は、最も重要なもので
あるので、必須なものは各種法律にお
いて規制しています。従って本指針で
は、人への健康影響を配慮しつつ、生
態系への影響を考慮していくというこ
とで、「生態系への影響及び人への健
康影響(以下、生態系等への影響)」と
しています。

10

第１　はじめに
（P1　第1　14-20
行目）

「特に、・・・現状である。」について、全体を「自然環境
から取り出した特定の微生物を培養し、意図的に一定区域に
導入することによって、汚染された土壌、地下水等の浄化を
図る修復方法(欧米ではバイオオーグメンテーション
(bioaugmentation)と呼ばれている)についての統一された評
価手法が存在していないのが現状である。」としてはどう
か。

当該部分は、バイオレメディエーショ
ンのうち、特にバイオオーグメンテー
ションについての指針を作成する理由
を詳しく述べることが重要と考え、こ
の表現振りとなっています。

11

第１　はじめに
（P2の(注２)）

５ページの参考の内容を記述してはどうか。 ５ページの（参考）は、主としてカル
タヘナ法における生物多様性影響評価
の手法を説明したものであり、指摘の
（注２）は、カルタヘナ法の概要を説
明する上での参考として、重複記載を
避けるということから引用によって記
述しています。

12

第１　はじめに
（P2の(注３））

「セルフクローニング」、「ナチュラルオカレンス」に説明
を追加するとともに、「細菌」を「真正細菌」としてはどう
か。

　ここでは、簡潔に言うために「セル
フクローニング」等の用語を使用しま
した。なお、今後予定されている解説
書において、この用語を説明すること
とします。
　また、生物学辞典（岩波）では、
「細菌」と「古細菌」に分類されてお
り、「細菌」は、通常、「真正細菌」
を指していると考えます。
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第１　はじめに
（P1）

「生態系や人に対する有害な影響を与えるおそれがないとは
言えない」とあるが、具体的にどのようなケースを想定して
いるのか。また、過去にそのような事例が実際にあったの
か。

科学的知見によって微生物には生態系
等への影響を与える病原性のあるもの
が知られていることから、このような
表現振りとなっています。また、バイ
オレメディエーションによる事故の事
例は無いと考えておりますが、そのよ
うなことが生じないよう予防的措置と
して指針を作成することが必要と考え
ます。事業者が当該指針を活用して、
安全性評価に係る社会的信頼性を得つ
つ事業を進めることがバイオレメディ
エーション事業全体の健全な発展及び
その利用の拡大を通じた環境保全の推
進にとって重要と考えます。

14

第１　はじめに
（P1）
第4　バイオレメ
ディエーションの
実施概要
（P4～5）

「カルタヘナ法に基づく開放系利用における生物多様性影響
評価及びその承認の枠組みが微生物のバイオレメディエー
ションの安全性評価及びその確認を実施していく上で基本的
には同様な概念である」とあるが、そのように断言する根拠
は何であるのか。本指針の内容と、「カルタヘナ法」で定め
た内容をわざわざ対応させる必要性があるのか。また、「カ
ルタヘナ法」は国際法であるが、海外において本法に準拠す
るようなバイオレメディエーション指針というのが存在する
のか。

微生物によるバイオレメディエーショ
ンの生態系等への影響評価項目等を作
成するに当たり、カルタヘナ法の生物
多様性影響評価の枠組みが参考になる
と考えました。ただし、非遺伝子組換
え微生物を対象とする指針であるた
め、遺伝子組換えに係る固有の評価項
目等を削除し、微生物に係る必要かつ
適切な評価項目等を選択して作成して
おり、適切と考えます。

15

第２　バイオレメ
ディエーション利
用の現状
（P2　第２　　1-
3行目）

汚染土壌についての3通りの手法が書かれているが、地下水
についての説明を追加すべきではないか。

ご指摘を踏まえ、修正します。

16

第２　バイオレメ
ディエーション利
用の現状
（P2　第２　2行
目）

「現場上」を「区域内または近傍の土地で」とすべきではな
いではないか。

現場上には近傍の土地も含まれると考
えますが、当該部分は利用の現状を一
般的に説明した部分ですので、「現場
上」という用語で理解が可能と考えま
す。

17

第２　バイオレメ
ディエーション利
用の現状
（P2　第２　9-10
行目）

「Exxon Valdez Spill(エクソンバルディーズ号のアラスカ
原油流出事故)」を「アラスカにおけるエクソンバルディー
ズ号の原油流出事故」としてはいかがか。

ご指摘のとおり修正します。

18

第２　バイオレメ
ディエーション利
用の現状
P3　7-9行目）

「また、バイオレメディエーションの運転管理や安全性評価
のため、微生物のモニタリング手法の研究開発も進んでお
り、・・・等の微生物解析技術の応用が試みられているとこ
ろである」を「また、バイオレメディエーションの運転管理
や安全性評価のため、微生物のモニタリング手法の研究開発
も進んでおり、微生物解析技術の応用が試みられているとこ
ろである」としてはいかがか。

バイオレメディエーション事業に携
わっている者に対して、なるべく具体
的な説明を行うため、いくつかの手法
を例示することは有効と考えます。

19

第2　バイオレメ
ディエーション利
用の現状
（P2～3）

事業規模の大小を問わず、民間事業者の中にはバイオオーグ
メンテーションについて、安全管理も含め、多くの知見や経
験を持った事業者もある。学識経験者のみならず、実際に現
場で浄化作業を行っている民間事業者に対し、十分なヒアリ
ングを行いながら、指針を作成するべきではないか。少なく
とも、現在バイオオーグメンテーション事業を円滑に行って
いる民間事業者の事業の妨げとなるような指針づくりは避け
るべきである。

我が国においてバイオオーグメンテー
ションの安全性評価は、現時点、事業
者全般としては未だ経験が浅いものと
言えるのではないかと考えます。報告
書の検討に当たっては、合同委員会の
委員として、実際にバイオレメディ
エーションを経験している民間事業者
から３名参画頂き、指針の内容につき
民間事業者の視点も踏まえ検討を行い
ました。また、事業者が当該指針を活
用して、安全性評価に係る社会的信用
性を得つつ事業を進めることが、バイ
オレメディエーション事業の健全な発
展にとって重要と考えます。
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第３　指針の対象
２．利用微生物
（P4の(注3)）

削除してはどうか。 微生物を取り扱う者の中では、複合微
生物系を一般的にこのように称してい
ることから参考として記載しており、
適切と考えます。

21

第3　指針の対象
1．対象とするバ
イオレメディエー
ションの手法

「土着の微生物相」とは何を指すのか。どの時点の生態系を
以って「土着の微生物相」と見なしているのか。また、何を
以って「土着の微生物相に復元」されたと評価するのか。

「土着の微生物相に復元」の表現は、
汚染土壌から浄化後の土壌までの様々
な微生物相が存在し、どの時点の微生
物相を指すか不明確となることから削
除しました。

22

第3　指針の対象
1．対象とするバ
イオレメディエー
ションの手法
 （P3）

「バイオスティミュレーションについては、添加する栄養物
質等又は酸素の供給の停止とともに、活性化された微生物は
減少し、土着の微生物相に復元されると考えられることか
ら、対象としない」とあるが、バイオオーグメンテーション
でも、汚染物質の減少とともに添加した微生物はバイオス
ティミュレーションと同様に減少し、浄化終了時における土
壌の微生物相についても、バイオスティミュレーションの微
生物相と相違が認められないことを確認している。

バイオオーグメンテーションは、培養
された微生物を意図的に一定区域に導
入するものであり、将来的に様々な種
類の微生物が使用される可能性がある
ことから、バイオスティミュレーショ
ンでの安全性評価よりも詳細な評価が
必要と考えます。

23

第３　指針の対象
２．利用微生物
（P3）

本指針(報告案)(以下本指針)は「はじめに」に述べられた
ように、バイオオーグメンテーションのうち、確認の対象と
する利用微生物は、
・微生物の種類毎に生態系等への影響について科学的知見に
基づいた適切な安全性評価が可能なものに限定する。
・しかし自然環境から採取された複合微生物系をもとにして
培養された複合微生物系は確認の対象としない[P4]
とされている。
しかし、本指針の本来の趣旨から考えれば、構成微生物の

把握が難しく、指針の適用ができないような複合微生物系を
確認の対象外として、事業者の自主的な安全性点検と安全管
理に任せることは疑問が残る。すなわち、上記のような構成
微生物の把握が難しいこと自体が微生物利用の安全上問題な
のではないか。したがって、上記(下線を付した)確認対象の
除外の項目は削除すべきものと考える。または、構成微生物
が特定できない複合微生物系はバイオオーグメンテーション
として利用可能な対象から除外すべきである。
たとえば、現在バイオオーグメンテーションに利用するた

めに外国から輸入する微生物はすべて米国のATCCや日本の国
立感染症研究所のコレクションでも安全性が確認され、いわ
ば素性がはっきりしている菌株に限定されている筈で、構成
微生物の把握が難しい上記複合微生物よりはるかに安全性が
高いといえるのではないか。よって、安全性評価を厳密に実
施するならば、自然環境から採取された複合微生物から培養
された複合微生物にも適用すべきであるし、またこちらの方
こそ安全性評価が必要と考える。

24

第３　指針の対象
２．利用微生物
（P3～P4）

自然環境から採取された複合系微生物系をもとにして、培養
された複合微生物系は、対象としないことになっており、そ
の際は指針の考え方を参考にしつつ事業者自らが適切な安全
性について点検・管理のもとに実施することとなっている
が、そのような複合微生物系についても、指針の対象とする
必要がある。
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第3　指針の対象
2．利用微生物
（P3～4）

指針の適用ができない（対象としない）複合微生物系につい
て、「指針の適用ができない（対象としない）＝使用できな
い」というような誤解を与えないような表現や説明が必要で
はないか。

複合微生物系については、高度に限定
された微生物で構成され、その構成が
継続的に安定していることが確認され
たもののみを国による確認の対象とし
ています。また、複雑に構成されてい
る複合微生物系は事業者自らの安全性
点検のもとに事業を実施していくもの
として位置づけています。以上の表現
によって、複合微生物系が使用できな
いという誤解を与えることはないと考
えます。

従来の経済省及び環境省の指針では、
複合微生物系は対象とされていません
でしたが、この度の新たな指針におい
ては、対象に含むこととしました。た
だし、国による確認については、複合
微生物系のうち、高度に限定された微
生物で構成され、その構成が継続的に
安定していることが確認されたものの
みを対象とすることとしました。これ
に該当しない、複雑に構成されている
複合微生物系は、国においては科学的
知見に基づいた適切な安全評価ができ
ないとの判断から、確認の対象とはせ
ず、事業者自らが指針を参考にしつつ
自己の安全性点検のもとに事業を実施
することが適当と考えます。
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第3　指針の対象
2．利用微生物
（P3～4）

指針の適用ができない（対象としない）複合微生物系につい
ても、「指針の考え方を参考にしつつ、事業者自らが適切な
安全性評価を行い、適切な安全管理のもとに実施されること
が望ましい」とあるが、実質的には、指針に準じた評価項目
の実施がなければ事業を行ってはいけないと解釈されてしま
うのではないか。

国が確認の対象としない複合微生物系
については、事業者自らの安全性点検
のもとに事業を実施していく必要があ
り、事業者がその旨を関係先に説明
し、理解を得る必要があると考えま
す。

27

第3　指針の対象
2．利用微生物
（P3～4）

「②で定義する複合微生物系」と、「②のものを除く複合微
生物系」の違いが分かりにくい。

②で定義する複合微生物系について
は、今後予定されている解説書の中で
記載することとします。

28

第３　指針の対象
３．浄化対象物質
（P4）

浄化対象物質について石油類は含める必要がないと考える。 浄化対象物質については、特に限定す
るものではなく、石油類（特に重質の
もの）についても、バイオオーグメン
テーションへの期待から例示している
ものです。

29

第３　指針の対象
４．浄化対象環境
媒体
（P4）

「開放系利用を前提に、」という表現は、漠然としているの
で、もう少し適用の仕方について具体的な表現を盛り込むべ
きと考える。

開放系の定義については、今後予定さ
れている解説書で記載します。

30

第3　指針の対象
4．浄化対象環境
媒体
（P4）

「自然条件下の限定された区域」とはどのような状態を指す
のか。

土壌及び地下水等の汚染範囲が明確な
もので、その区域を限定して浄化する
ことが可能な区域をいいます。

31

第４．バイオレメ
ディエーションの
実施概要
（P4）

「生態系等への影響評価」の必要性はよく理解できる。ただ
し、浄化事業ごとに「評価書」を提出することは煩雑、かつ
浄化コストアップの要因になりかねない。 ・第５、２項
（P6）で指摘されているように「個別に限定された場所での
情報である必要はなく、適用条件を想定した上で」地域的に
類似性のある場所での浄化については、他の場所での評価書
を流用できるよう配慮をお願いしたい。

趣旨がより明確になるよう、当該部分
を、「適用条件を想定した上で複数の
場所で浄化事業を実施しようとする場
合は、その想定条件を満たす場所での
情報を収集することによって生態系等
への影響評価を行うことができる」
旨、修正します。

32

第５　浄化事業実
施手順の詳細
（P5～P9）

ex situ、 on siteあるいはin situのうち、どの方法を用い
るかを記述すべきではないか。また、言葉を変えると、作業
区域と汚染土壌・地下水の「ある」あるいは「あった」場所
の関係を明確にする記述が必要と思われる。

この情報は、浄化事業計画の「(3)③
浄化技術の概要」の項で記述すること
となります。

33

第5　浄化事業実
施手順の詳細
2．生態系等への
影響評価の実施
 （P6～9）

「生態系等への影響が生ずるおそれがあるか否かを総合的に
判断する」「浄化事業に伴う生態系等への影響を評価する」
などとあるが、上記は如何にして判断や評価をするのか。ま
た、それを行うにあたって、コストはどれほどかかることと
なるか。技術面から言って、これらの評価は様々なファク
ターが複雑に絡み合うため、現状の技術水準では不可能と思
われる。仮に上記の影響評価に用語の解説にあるような微生
物解析技術を用いるとして、そのコストはいくらかかり、ま
た評価に値するデータは得られるのか。

　生態系等へ影響評価の項目は、２．
(2)に記載されています。総合的な判
断とは、浄化事業計画に従って微生物
や添加物を使用した場合の安全性評価
及びそれに見合った安全管理が行われ
ているかを判断しようとするもので
す。
　安全性評価に係る社会的信頼性を得
つつ事業を進めることがバイオレメ
ディエーション事業全体の健全な発展
及びその利用の拡大を通じた環境保全
の推進にとって重要と考えます。
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第５　浄化事業実
施手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（P7の（１）
１)①分類学上の
位置付け及び分離
源）

作業区域に生存していた微生物かどうかを記述するようにす
べきではないか。

作業区域から採取した微生物を外部で
増殖させ、バイオオーグメンテーショ
ンを行う場合には、ご指摘の事項も当
該項目で記述することとなります。
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第５　浄化事業実
施手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（P7の（１）
２)②分解性生物
及び分解経路等）

利用微生物の投与量、対象物質の分解量及び分解生成物の生
成量の時間変化についての定量的データを示すことにしては
どうか。 また、利用微生物が、共存する金属硫化物を酸化
し、可溶性の硫酸塩にするなど、生態系に悪影響を及ぼさな
いことを示すべきではないか。 さらに、利用微生物が、硫
酸カルシウムを還元し、人の健康に影響を与える硫化水素を
発生する作用をもたないことを示すべきではないか。

利用微生物の投与量は、１．(3)④
に、「導入する利用微生物の菌密度及
びその量」があります。対象物質の分
解量及び分解生成物質の生成量変化
は、浄化作業終了後に高濃度に残留す
る可能性又はそのモニタリングによっ
て評価することとしました。また、利
用微生物と可溶性の塩等の影響につい
ては、個別のケースとして、２．
（１）２）、②において、記述するこ
とになると考えます。
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第５　浄化事業実
施手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（P9　②）

「CAS登録番号」を「CAS番号」に改め、対象物質のIUPAC命
名法に基づく名称を記載すべきではないか。
 また、微生物が浄化対象物質に作用して生じる中間生成
物、最終生成物のIUPAC命名法に基づく名称、化学構造式、
分子式、CAS番号等、性状、分解性等の情報を追加してはど
うか。

ご指摘のとおり、CAS番号と修正しま
す。IUPAC命名法は、浄化対象物質
は、慣用名も含め、化学物質が特定で
きれば十分と考えますので敢えて指針
に含める必要はないと考えます。中間
生成物や最終生成物質については、可
能な範囲で物質を特定できる情報を記
載するよう、解説書で説明を行いま
す。
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第５．浄化事業計
画の策定
２．生態系等への
影響評価の実施
（(１)１)③生理
学的及び生態学的
特性）（P7））

利用する微生物の菌株が特定されている場合は、必要な特性
のうち利用できる部分について、例えば国立感染症研究所又
はATCCの微生物株毎個別データなどを参照して流用できるよ
うな配慮をお願いしたい。

生態系等への影響評価における情報収
集については、第一には各種データ
ベース及び文献等の既知情報の十分な
調査を行うこととしています。
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第５．浄化事業計
画の策定
２．生態系等への
影響評価の実施
（(１)１)④利用
微生物の検出及び
識別の方法並びに
それらの感度、特
異性及び信頼性
（P7））

・利用する微生物が特定されていても、それらの微生物が土
壌の中でどのような挙動をするかを確認することは容易では
ない。特定微生物の識別、土壌中での菌毎の密度分布測定等
についてはできるだけ低コストでかつ簡便な方法を、大学や
国の研究機関の力で開発し、早急に標準化していただきた
い。
・利用する特定の微生物について当初からデータベースを作
成して汎用性を持たせ、土壌浄化の場所が変わってもデー
ターベースはそのまま利用できるということにしてもらいた
い。

ご指摘事項は、微生物のバイオレメ
ディエーションを一層推進していく上
で重要なことと考えておりますので、
今後の国の政策において検討課題の一
つと考えます。
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第５．浄化事業計
画の策定
２．生態系等への
影響評価の実施
（(1)４ )その他
(P9)）

｢情報の一部を用いる必要がないと考える合理的な理由｣の一
つとして、国立感染症研究所や米国ATCCのデータの参照、流
用を認めていただきたい。

ここの内容は、指針に掲げられた全て
の評価項目の情報を網羅して収集する
必要はなく、理由を付して省略できる
こととしています。　具体的には、審
査の段階で判断したいと考えます。
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第５浄化事業実施
手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（（１）２）③作
業区域における利
用微生物の挙動
（P7））

作業区域における利用微生物の挙動等については、小規模の
サイトや試験的に実施するケースなどに適用する場合には、
バイオオーグメンテーションを実施しながらまたは実施後に
評価し簡略化するという方法もとれるようにすべきと提案す
る。ただし、その際、周辺環境などへの影響がでていると認
められる場合における対応だけは、あらかじめ準備しておく
ということが前提になる。

国において確認をする場合、小規模に
実施する場合は、その内容に見合った
安全性評価を実施することが適切と考
えます。具体的には、審査の段階で判
断したいと考えます。
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第５　浄化事業実
施手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（P10の11行目、
微生物群集のプロ
ファイル変化）

「微生物群集のプロファイル変化」が「微生物群集の構成変
化」を意味するのであれば、少しでも分かりやすく修正して
はどうか。

プロファイルという用語が通じやすい
場合があるので「微生物群集の構成変
化（プロファイル変化）」とします。
また、今後予定している解説書でも補
足したいと思います。
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第５　浄化事業実
施手順の詳細
２．生態系等への
影響評価の実施
（P10の(注４)
２行目）

「二酸化炭素発量」は「二酸化炭素発生量」の方が分かりや
すいのではないか。

ご指摘のとおり、二酸化炭素発生量に
修正します。

43

用語の解説
（P13）

３ページにある解説が必要な用語を削除するとともに「用語
の解説」を削除したらどうか。

バイオレメディエーション事業に携
わっている者に対して、なるべく具体
的な説明を行うため、いくつかの手法
を例示することは有効と考えます。


